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令和２年９月１４日  

 

令和新時代創造本部  





内の救済措置が尽くされていることが通報の前提条件となる。 

  ・調査制度は、委員会が条約に定める権利の重大または組織的な侵害を示唆する

信頼できる情報がある場合に、その侵害の有無について調査し、調査結果を当

該締結国に送付する制度。 
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